
think small first－日弁連決議と内橋克人さ
んの言葉（弁護士猪股　正）
基盤産業の後退、人口流出など地方を中心に地域の衰退が進んでいます。地域衰退の現状を踏まえ、日弁連は、２０２１年１０月、岡山で
開催された人権擁護大会において、「地方自治の充実により地域を再生し、誰もが安心して暮らせる社会の実現を求める決議」を採択しま
した。

決議は、地域衰退の大きな要因は、大規模店の規制撤廃、平成の大合併をはじめとする市場中心主義の下における規制緩和や政府が進めて
きた構造改革政策にあるとしています。このような新自由主義的政策については、岸田首相もその転換の必要性に言及したところですが、
かねてから厳しい批判を続けてこられたのは先般亡くなられた経済評論家の内橋克人さんでした。内橋さんは、新自由主義が、農村と都市、
人と人を分断し、対立、競争させ、食料、エネルギー、医療・介護、保育・教育といった人間の生存に必要不可欠なものまで市場原理に取
り込み、強い者をより強く豊かにし、弱い者を切り捨て、人間より経済を重視するものだと徹底的に批判されてきました。

上記決議は、コロナ禍の約２年間、実行委員会による調査・研究等の準備を経て採択されたものです。私は、事務局長として、約３０人の
実行委員の仲間と労苦を共にし、各地の訪問調査に参加しました。「地域の中で，自分と仕事や地域社会をつなげ，自分に何ができるかを
考え，『成り行きの未来』を，『意志ある未来』へと変える。」「経済成長の時代，最後尾だった町だが，人と人が助け合う関係性や人と
自然が共存する知恵を活かして，持続可能な社会へのタグボート（曳き船）になる。」という海士町のメッセージなど、「人が生きる」こ
とを大切にする地域の実践に多くのことを学びました。

「think small first」。内橋さんの言葉です。小さいものから先に考え、小さいものを大事にする。市民の連帯・参加・
協働によって地域から社会を築き直す。先人から続く小さな一歩の積み重ねが大きな転換をもたらすと思うのです。

弁護士　猪股　正

見たことのない虹を見たい♡－出会いの先に道ができた－（弁護
士猪股正）
＊　この原稿は、特集「大阪弁護士会における貧困問題への22年の取組み」（大阪弁護士会月報2022年1月号・2月号）に掲載いた
だいたものです。寄稿の機会をいただきありがとうございます。

大阪弁護士会のみなさんにはお世話になりっぱなしである。あれはどこの店だったのか、安永さんがいて、小久保さんは吉田拓郎を歌って
いた。木原さんと大橋さんとはフィンランドへ行った。普門さんは切っても切れない全国一斉電話相談仲間。小野さんとはコロナ禍の2年
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間、人権大会の実行委員会事務局で一緒に苦労した。出会いの先に道ができた。

始まりは2006年。釧路で開催された第49回人権擁護大会である。生活保護の窓口では違法な運用が後を絶たず、北九州市で餓死事件
が相次ぎ、貸金業者による高金利貸付が生活困窮状態を一層悪化させるなど、貧困問題が深刻化する中、日弁連は、「現代日本の貧困と生
存権保障－多重債務者など生活困窮者支援と生活保護の現代的意義－」をテーマに人権擁護大会を開催し、貧困問題を初めて正面から取り
上げた。実行委員会は、生活保護やホームレス問題などに取り組んできた人権擁護委員会と高金利引下げ運動を全国展開してきた消費者問
題対策委員会のメンバーが中心となり、人権からの小久保さんと消費者からの私が共に事務局次長を務めることとなった。

私が所属する埼玉弁護士会でも、プレシンポジウムを開催することとし、ホームレス巡回相談、生活保護申請の援助活動、生活困窮者支援
のネットワークの構築など、地域における弁護士による具体的な実践や運動を進めつつ、シンポジウムの提言へとつなげることを取組目標
とした。埼玉のプレシンポ実行委員は、多重債務問題、特に、ヤミ金対策に取り組んできたメンバーが中心で、ヤミ金問題を通じ、深刻な
困窮状態にある人たちを目の当たりにしてきたものの、ホームレス支援の経験は皆無だった。私たちは、大阪の先駆的取り組みに学び、大
阪弁護士会人権擁護委員会ホームレス問題部会作成の「ホームレス法的支援マニュアル」を携え、初めてのホームレス支援の現場に立ち、
生活保護の申請に同行して、理不尽な窓口の現実を目の当たりにして憤った。当時すでに、大阪では、法律扶助協会大阪支部が、全国に先
駆けて、ホームレスの人などを対象に生活保護申請等の代理援助制度を、支部独自の自主事業として立ち上げていたが、これを今こそ全国
に拡大すべきという小久保さんの真っ直ぐな思いが胸に響いた。「たった一言の法律家の支援が、15年近くホームレス状態だった男性を
絶望の底から引き上げる」という朝日新聞の清川卓史記者の記事を資料に付けて、法律扶助協会埼玉支部宛に、援助制度創設を求める依頼
文、支出基準を含む実施要領を起案し、根回しをした。思いはつながり、対象者をホームレスの人だけに限定せず、生活保護の受給要件を
満たす蓋然性が高い人にまで拡大した形で、2006年6月からの埼玉における扶助自主事業の早期実施が実現した。大阪弁護士会の取組
に始まった生活保護申請等の援助事業立上げの動きは、東京、札幌、そして埼玉、千葉へと拡大した。併行して、小久保さんたちと人権擁
護大会決議の起草作業に汗を流し、大阪読売新聞の原昌平記者の著述からヒントを得て「貧困の連鎖を断つ」という文言をタイトルに取り
込んで「貧困の連鎖を断ち切り、すべての人の尊厳に値する生存を実現することを求める決議」を練り上げた。その理由中にも、「現在、
一部の法律扶助協会支部においてのみ、生活保護申請や審査請求を援助するための法律扶助制度が自主事業の形で実施されているが、生活
困窮者支援の動きをさらに拡大するためには、生活保護申請や審査請求における弁護士費用等の援助制度を全国規模で整備・充実する必要
がある。」と盛り込まれ、同決議は満場一致で採択された。そして、翌2007年4月、日弁連から法テラスへの委託援助事業として結実
し、今日へと続いている。

当時、Bob DylanのLike a Rolling Stoneを聞きながら、大阪のスピリットを学んだ。Bob Dylan
に憧れていた吉田拓郎の歌を学生時代からずっと聞き続けているが、最近は、あいみょんファンである。交わるはずのない誰かと巡り会い、
見たこともない素敵な景色を垣間見るというかけがえのない経験に感謝しつつ、共に歩みを進めたい。

弁護士　猪股　正
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追悼　宮澤洋夫先生　「昨日も今日も」（弁護士猪股正）
当事務所の宮澤洋夫元弁護士（享年９５歳）が、令和４年２月２２日に逝去されました。

　お世話になった宮澤先生を偲び、コラムに一文を掲載させていただきます。こちらは、宮澤先生が９０歳を迎えられた慶事を祝して発刊
された記念誌「心礎を築く－私たちの宮澤洋夫先生」に寄稿させていただいた原稿を基にしています。

「昨日も今日も」

　並み居る諸先輩方がいる中で、事務所の建物の中で宮澤先生と一緒に過ごした時間が一番長く、もらい煙草の本数が一番多いのも、実は
私なのではないかと思う。
　もちろん、真面目に事件を一緒にやらせていただいたことだってある。宮澤先生から声をかけてもらい、馬主の事件とか、請負の事件と
か、一筋縄ではいかない労力のかかる厄介な事件が多かった。打合せのときも、尋問のときも、宮澤先生はそばにいてくれ、気がつくと眠っ
ておられた。思うとおりに、まあ適当にやってくれ、あっはっは。いつもそんな感じだった。
　私はなかなか仕事が終わらない。事務所で仕事していて、ふと気付くと午前零時を回っている。残っているのは、宮澤先生と私だけ。午
前２時になっても、午前４時になっても宮澤先生は火の消えた煙草をくわえながら机に向かわれている。帰らない。翌日もまた、朝まで事
務所にいらっしゃる。たまに深夜まで飲みふけり、午前３時に事務所に戻ると、あかりがついていて、ひとり宮澤先生が椅子に座っている。
７０歳、８０歳を過ぎてもずっとである。僭越ながら、不夜城の同志のように思っていた。
　３年禁煙しては、また３年煙草を吸うという愚かなことを繰り返していた私は、禁煙中は、煙草もライターも持っていない。灰皿の前で、
煙草をくわえている宮澤先生に出会う。「宮澤先生、煙草１本もらえますか。」というと、宮澤先生が、ニコニコしながら、煙草をくれる。
灰皿の前で、力道山とか、ジャイアント馬場とか、最高裁長官のこととか、宮澤先生が事件や運動の中で出会った人たちにまつわる話を
次々とされる。間違えて友軍機を打ち落としたという、実話なのか作り話なのかよくわからない戦時中の話を、あっはっはと笑いながらさ
れる。１本が２本になり、すまなそうなふりをして煙草をもらう私に、そのうち、煙草の箱とライターをくれる。
　こんな宮澤先生との日々が積み重なり、いつの間にか２０年以上。いつも、喫煙所で会うたびに、目を細め「よくがんばってるね。」と
声をかけてくれた。それほど言葉を交わすわけではないけれど、同じ時間、同じ空間の中で、いつも気にかけてくれてるんだと感じてきた。
　周囲からあれだけ言われても煙草を手放さなかった宮澤先生。天国でも、今にも灰がポトリと落ちそうな煙草をくわえているお姿が目に
浮かびます。私は禁煙を続けていますが、またいつか煙草をいただきにうかがいます。宮澤先生、昨日も今日も、いつも近くで励まし続け
ていただいて、どうもありがとうございます。これからも、一歩一歩進んで行きたいと思います。ご冥福をお祈り申し上げます。

弁護士　猪股正
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いくつかの公序良俗違反事件（弁護士　猪股　正）
　公序良俗違反（民法９０条）は要件が抽象的・包括的であることもあり、主張・立証のハードルは高く、公序良俗違反の主張をする事件は
“負け筋”だと言われることもある。振り返れば、いくつかの事件がある。当事者、同期、同僚はじめ多くの仲間と力を合わせて困難を乗
り越えるというかけがえのない経験をさせてもらった。

　２００３年５月、会社員男性が「夜が明けた。ゆうべはほとんど眠れなかった。」「サイシンへの支払い…手持ち無し。辛い！！どうす
る！」「もう会社へ出られない」などと記した遺書を残して飛び降り自殺した。サイシンは車を担保に年利３００％以上の高利で融資をす
るヤミ金であり、この日は利息の支払期限だった。司法修習同期の弁護士からの紹介でご遺族から相談を受けた。当時、県内の至る所に
「車でお金」と書かれた看板が貼られ被害が多発していた。集団訴訟を提起。ヤミ金事務所での交渉、山形市での出張尋問などいくつもの
山を越え、２０１１年９月７日、さいたま地裁は、車金融の手口を「公序良俗に反する違法性が顕著なもの」とし、自殺との因果関係を認
め、背後にいた暴力団関係者らも含めサイシンに損害賠償を命じた。高裁でも判断が維持された。被害額は遅延損害金を含めると総額１億
円超になった。詐害行為取消請求訴訟などを経て、背後の首謀者の自宅を差押え、全額に近い賠償金を回収した。

　２０１１年５月、生活に困窮した人を劣悪な施設（無料低額宿泊所）に入所させ、生活保護費の大半を搾取していた貧困ビジネス業者に
対し、入所者が原告になって集団訴訟を提起した。囲い込まれていた施設からの脱出、脱税での刑事告訴、常軌を逸した妨害工作への対抗
などの攻防の末、２０１７年３月１日、さいたま地裁は、搾取の構造を認めて、施設入所契約は「公序良俗に反し、無効というべきである」
とし、貧困ビジネス業者に対し、総額約１５８０万円の損害賠償等を命じた。

　２０１４年、７０歳の男性が街金から融資を受けた。気付けば、自宅や賃貸アパートなど１億３０００万円以上の不動産が全て売却され
ており、丸裸になっていた。街金から不動産を買い受けた業者が男性に対し、建物明渡訴訟を提起した。第一審さいたま地裁は、男性が売
買契約書等多数の書面に自署して実印を押印し印鑑証明書も交付していたことなどを理由に、売買契約を有効とし、業者の明渡請求を全部
認容した。同僚の谷川、月岡両弁護士と共に、あきらめることなくできることを続けた。２０１８年３月１５日、第二審東京高裁は、一審
判決を取消し、「莫大な利益を得ようとして行った、経済的取引としての合理性を著しく欠く取引であり、公序良俗に反する暴利行為に当
たるといわざるを得ない。」として、不動産売買契約の無効を認め、逆転勝訴（判例時報No.２３９８）。その後、別訴で全ての不動産
を取り戻した。

　人間の力は弱く、ひとりの力は小さい。学生時代、大雪の年末、早月尾根から剱岳を目指した。背丈の倍ほどもある深雪をストックを使っ
て崩しながら全身でラッセル。力尽きると、後続の仲間と交代する。長い長い早月尾根を何日もかけて一歩一歩ラッセルして頂上直下まで
たどり着いた。依頼者や仲間と一緒に、あきらめず、困難に向き合い、判決にたどり着いた経験は、ラッセルの記憶とつながる。一緒に力
を尽くした仲間１人ひとりに心から感謝している。

弁護士　猪　股　　正
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反貧困全国集会２０２１集会宣言「生きてくれ」－コロナと貧困
－
　２０２１年４月４日（日）、反貧困ネットワーク主催の「反貧困全国集会２０２１」が開催されました。２００７年にスタートして以来、
１４年目となります。
　全国の地域での取組、ひとり親・女性・非正規雇用・学生・外国人など、当事者や支援の現場からの声や取組が報告されました。
　貧困と格差の拡大が放置され、「コロナになってもならなくても死ぬ」人がいる社会、「コロナで死ぬことより、いかに毎日を生き抜く
か」を考えるほかない社会、そんな今の社会のままで、感染の拡大は止められるのでしょうか。

　当日、採択された集会宣言をご紹介します。

反貧困全国集会２０２１集会宣言「生きてくれ」－コロナと貧困－

　２００８年、リーマン・ショックが到来しました。非正規労働者が、雇用の調整弁として、解雇・雇い止めされ、仕事や住居を喪失し、
生活保護の窓口から追い返される人も相次ぐなど、生存の危機に瀕する人が全国にあふれました。私たちは、派遣村の取組を行い、人間の
いのちや暮らしより経済や大企業の利益を優先して非正規雇用を拡大させてきた政策の転換、自己責任を振りかざして社会保障の縮減を進
める政策の転換を求め、取組を続けてきました。

　そして、２０２０年、コロナが到来しました。３月から４月、非正規雇用がまっ先に切り捨てられ、非正規労働者数は１３１万人減少。
相次ぐ解雇・雇い止め、休業手当不払い。休業を余儀なくされ収入を絶たれた自営業者・フリーランス。住民でありながらセーフティ・ネッ
トのない外国人。「仕事がない」「収入が激減した」「所持金が尽きた」「住居を失った」「大学に通えない」など、短期間で一気に追い
詰められた人からのＳＯＳが続きました。コロナは第２波、第３波、そして第４波へと続き、失業が長期化する中で、求職活動に疲れ自己
肯定感を失い、孤立を深める人が増えています。自殺者数は昨年７月から増加に転じ、１０月には前年同月比で３９．９％増、うち女性が
８２．６％増となり、年が明けた２月、女性の非正規労働者数は前年同月比で８９万人減少し、減少幅は過去最大になっています。危機に
あって、最後のセーフティ・ネットとして役割を発揮すべき生活保護は、窓口の誤った対応、扶養照会に伴うスティグマなどにより本来の
役割を発揮できていません。

　同じことの繰り返しです。不安定な雇用と穴だらけの社会保障に対し抜本的な手当をしなければ、こうなることは当然でコロナの前から
見えていたことです。手当をしなかったばかりか、非正規雇用をさらに拡大させ、生活保護バッシングを誘導するなどして生活保護基準を
引き下げるなど社会保障の縮減を続けてきたので、状況は一層悪化しています。そして、政治は、生きることができない人が続出している
状況を目の前にしても、今もなお、「自助・共助」と言い続け、その場凌ぎの小手先の対応を繰り返し、また、経済や大企業優先の政策を
続け、コロナ禍にもかかわらず株価が３０年ぶりの高値となって大企業等の富が膨張するなど、貧困と格差を一層拡大させています。

　今日の集会では、全国の地域での取組、ひとり親・女性・非正規雇用・学生・外国人など、当事者や支援の現場からの声や取組が報告さ
れました。「コロナになってもならなくても死ぬ」「コロナで死ぬことより、いかに毎日を生き抜くか」を考えるほかないという日本社会
の現実があります。このままでは、運良くコロナが収束したとしても、その後に続く大災害やパンデミックを乗り越えることは困難です。
今こそ、互いに分かち合い、支え合う、希望と連帯の社会への転換が必要です。

https://saitamasogo.jp/archives/87964
https://saitamasogo.jp/archives/87964
https://www.hanhinkon.com/


　反貧困ネットワークが呼びかけた「新型コロナ災害緊急アクション」、「反貧困緊急ささえあい基金」の取組には、多数の市民団体、労
働組合などが参加し、現場での駆けつけ支援、いのちを繋ぐ取組が続いています。地域からの個別領域を越えた連帯の社会運動をさらに強
化するため、反貧困ネットワークは、本日の集会を機に、当事者が主体者として参画する「社会運動としての連帯協働組織」へと新たな一
歩を歩みだします。
　地域から、分かち合い、支え合い、個別の問題の枠や、民間と行政などの立場を越えて、互いにつながり、「生きさせろ！」と声を上げ、
「生きてくれ」の声を届けましょう。人間らしい生活と労働の保障を求め、希望と連帯の社会をつくるため、私たちは、これからも声を上
げ、つながりを広げ、行動することを宣言します。
２０２１年４月４日
反貧困全国集会２０２１参加者一同

集会のアーカイブ録画はこちら https://youtu.be/Ic9OC571Y_c

（弁護士　猪　股　　正）

ソリダリティー（連帯）
「夜汽車の中（中略）、真っ暗な窓ガラスにホッペタくっつけてじっと外を見ているとね、遠く灯りがポツンポツン…あー、あんな所にも
人が暮らしているか…汽車の汽笛がボーッ、ピーッ（後略）」（寅次郎忘れな草）。

映画、文学、音楽など芸術や文化は、孤独や挫折、苦しさで出口が見えないとき、生きぬく力を支えてくれる。コロナ危機で芸術や文化活
動が大打撃を受けているが、ドイツは、芸術や文化は人間の生命維持に必要不可欠であり、新しいものを創造する勇気が危機の克服に役立
つとして、フリーランスや芸術家などへの大規模な支援を行った。韓国では、芸術家に対して雇用保険の適用を拡大する法律を制定し12
月から施行した。

コロナ下で政権を承継した日本の首相は施政方針で「自助」を強調した。コロナの死者を25人に抑え世界的に高く評価されているニュー
ジーランドのアーダーン首相の市民へのメッセージは「Kindness」（やさしさ）。

自助は国家が言うべき言葉ではない。危機にあってはなおさらだ。芸術や文化は、やさしさを醸成し、心を紡ぎ人間が価値を共有していく
社会の基盤だ。社会を持続させる最後のチャンスかもしれない今、他者と協力し合えるという人間の最大の強みを自覚し、その力をより強
固にし発揮していくときだと思う。

弁護士　猪　股　　正

【関連情報】
・第11作 男はつらいよ 寅次郎忘れな草｜松竹映画

https://youtu.be/Ic9OC571Y_c
https://saitamasogo.jp/inomatatadashi
https://saitamasogo.jp/archives/87618
https://www.cinemaclassics.jp/tora-san/movie/11/
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https://www.cinemaclassics.jp/tora-san/movie/11/


・2020年3月30日（月）Newsweekドイツ政府「アーティストは必要不可欠であるだけでなく、生命維持に必要なのだ」大規
模支援
・Brut  Japan【あの人の人生：ジャシンダ・アーダーンNZ首相】「私たちがニュージーランドで行っていることを、１つのコ
ンセプトに集約するなら、シンプルな言葉になります。『Kindness（やさしさ）』」
・すずき大和　忘れな草の花言葉／悲恋物語を伝える花名は世界一有名な花言葉

人口減少社会と地域再生（弁護士　猪股　正）
地方のあちらこちらでシャッター通り化した商店街を目にします。人口減少が進み、国交省の推計では、２０５０年には、全国の約半数の
地域で人口が５０％以上減少し、約２０％の地域が、人が住まない「無居住化地域」となる可能性があるとされています。地方が衰退する
と同時に、東京への一極集中が進んでいます。

このまま都市への人口の一極集中が進むと、ますます地方が衰退し、格差は拡大し、日本社会の持続可能性が低くなる。そして、このまま
８～１０年が経過すると、都市集中型を地方分散型へと転換しようとしても、もはや手遅れになる。AIを活用した日本社会の未来に関す
るシミュレーション（京都大学の広井良典教授らの研究）の結果です。
大企業の利益を優先し非正規雇用を拡大させる政策をとれば、不安定な働き方の若者が増え、結婚や子育てが困難になり、人口が減少する
のは当たり前です。地方でも医療や介護を安心して利用できなければ地方から人が離れ衰退するのも当然です。

２０２０年の日弁連の人権擁護大会のテーマの一つが「人口減少社会を乗り越える地域再生の社会保障」となりました。憲法は地方自治を
保障しています。私たちに身近な地域から、社会のあり方を変え、危機を乗り越えていくことが必要だと思います。

弁護士　猪股　正

 

（事務所ニュース・2020年新年号掲載）
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生きがいを探せる国　（弁護士　猪股　正）
先日、早稲田大学人間科学学術院の辻内琢也教授のゼミの学生のみなさんが、当事務所を訪問され、特別講義の機会をいただきました。貧
困や震災の現場の取組などをお話ししながら、今後の社会の方向性などについて考え、みなさんの意見もお聞きでき、私にとって大切な時
間となりました。
国連の世界幸福度報告書２０１９年版によれば、日本の幸福度ランキングは、１５６か国中５８位であり、過去最低にまで順位を下げてい
ます。
幸福度を判断する際の６つの指標でみると、社会的支援５０位、人生の選択の自由度６４位、社会的寛容さ９２位となっており、日本は、
人生の選択が困難で、不寛容な社会へと突き進んでいるようです。
「いきいきと、堂々と歩いて行くためには、どうしてもひとは自己に忠実に『そのあるところのものになる』必要がある。」。つまずき悩
み、生きることの難しさを感じていた学生のころに読んだ神谷美恵子さんの著書「生きがいについて」の一文です。
幸福度ランキングの１位はフィンランド、２位はデンマーク…。北欧諸国が上位を占めています。
私たちは、他国の実践に学び、この国のあり方を見直し、社会に生きる人が、時には悩み立ち止まりながらも、自分らしい人生を選択して
「そのあるところのものになる」ことができるよう、懐の広い寛容な社会を作っていく、今がそのときであると強く思うのです。

弁護士　猪股　正

（事務所ニュース・2019年夏号掲載）

 

 

夢は夜ひらく
コロナの感染拡大に伴う休業や失業等により生活に困窮する人が急増している。私たちは、全国の法律家、労働組合等と連携して全国一斉
「コロナ災害を乗り越える　いのちと暮らしを守る何でも電話相談会」を実施してきている。相談は、様々な仕事で働く人から寄せられ、
居酒屋、キャバクラ、スナックなど、夜働く人からの相談も多い。

テレビでは、経産大臣や都知事が「夜の街」の感染が拡大していると盛んに繰り返している。「夜の街」。この言葉には人間が見えない。
本当は、朝早くに仕入れをし仕込みをして暗くなると赤提灯を灯すオジサンだったり、子どもに惨めな思いをさせたくないとダブルワーク
で必死に働き店に出るシングルマザーだったり、ブラック企業で搾取され借金を抱えてようやくソープランドの仕事にたどり着いて収入が
安定した青年だったり、潰れそうな店を長年やりくりして酔っ払いに愛されるバーのママだったり。そういう１人ひとりの小さいけれど大
切な人間の顔や生を見えなくする無機質な言葉だ。一括りにして人々から想像力を奪い、自分とは違うと思わせる言葉。分断を生み、切り
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捨てる道具となる言葉。

先日、NHK・BS「”はぐれ者”たちの新宿歌舞伎町」を観た。学生運動の後。新宿で踏みつけられてもはい上がって４５年間麻雀店を
営んできた女性店主のドキュメンタリー。新宿御苑を歩き、いつもの場所で足を止める。「この生き物のオアシスは、人と自然の力のバラ
ンスでできあがっている環境で、採集などの影響により、たちまちに復元能力がうまく働かなくなる」と書かれている。読みながら、たち
まち崩れて変化してしまうのは、人の街も同じだと語る。「新宿っていうのはさ。どっかの街で負けてきてそれで新宿に来て、そしてなん
かそこで生きる希望をね、見出して、そして生きたっていう、そういう人たちが、私もそうかもしれないけど、そういう人たちがすごく多
いのね。」「大きな力によって、こういう隙間で生きなきゃいけない人たちやなんかを追い出してはいないんだろうけど、そのような方向
に来ているわけよね。」「どうかね、一種類の優等生のピカピカな街にならないで多様性をもったものを大事にして、そして、片隅でしか
生きられない、隙間でなきゃ生きられない人たちに必ず光を当てて、そしてこの連鎖によってね、そうじゃなきゃ、新宿の街っていうのは
成り立たないんですよ。」。

コロナ禍は、「経済」に偏り、人間と自然のバランスを壊してきた私たちへの問いかけだと思う。「夜の街」と言うなら、街に生きる１人
ひとりの人に光を当てて、知恵を絞り、力を尽くし、自分の命と同じように、多様な命を支えるべきだ。そうでなければ、夜の街から昼間
の街へ、「コロナで死ぬことより、いかに毎日を生き抜くか」を考えるほかない人から、ソファでティーカップを手にする者の足元へと感
染は広がっていく。連鎖の中で、利己的でも、自己責任でも生きられない社会で、「人間の街」をどう成り立たせるか、今、この社会に生
きる人間の真価が問われている。「コロナ災害を乗り越える　いのちと暮らしを守る何でも電話相談会」（フリーダイヤル０１２０－
１５７－９３０）は、８月８日（土）、１０月１０日（土）１０時から２２時まで実施します。お困りのこと、是非、ご相談ください。

(弁護士　猪　股　　正）

【関連動画等】
圭子の夢は夜ひらく／藤圭子 – YouTube
三上寛 夢は夜ひらく – YouTube

 

（事務所ニュース・2020夏号掲載）

やさしいさざめき　（弁護士　猪股　正）
12月24日、この事務所に設けられた何本もの臨時電話は深夜まで鳴り止まず、その様子を報道ステーションのカメラが生中継した。直
後、日比谷公園での取組が始まった。派遣切りの嵐が吹き荒れ、仕事と住まいを失った労働者が全国にあふれていた。私たちは、人間は物
ではないと訴えた。
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時は移り10年がたった。年越し派遣村の記者会見のとき公園内をちょこまかと動き回っていた息子は大学受験をむかえている。派遣村後
に変わった政権は元に戻り、あるものをないと言っても首相は三選、非正規雇用の増加も少子化も止まらず、人口は減少し、労働力不足に
立ち至っている。政府は、それを外国人で賄うとして慌てて入国管理法改正案を成立させようとしている。

大企業の都合を優先し、余れば捨てる。安く買いたたき、ぼろぼろになっても構わない。人間を物扱いする社会から人間が減っていくのは
当然だ。そして足りなくなれば外から入れる。このまま、ＡＩが普及し大企業がＡＩを独占したときの社会の様相は想像に難くない。

茨木のり子さんの詩「六月」。心和む最初の２節。人と人とが力を合わせ人間らしく働き街は若者のやさしいさざめきで満ち満ちる。最後
の節は「どこかに美しい人と人との力はないか　同じ時代をともに生きる　したたかさとおかしさとそうして怒りが　鋭い力となって　た
ちあらわれる」。今年も、どうぞよろしくお願いします。

弁護士　猪股正

https://saitamasogo.jp/inomatatadashi

